
令和 4 年度  第 6 回 

郡 市 医 師 会 長 会 議                
               日時 令和 4 年 10 月 27 日（木）  
                  15 時 00 分～  
               場所 県民健康センター1 階大会議室 AB 
 
   会 長 挨 拶          

 
 
 
 
   協 議 事 項         

１ 会長･副会長･常任理事協議事項について  
 
 

【郡市医師会長検討事項】  
 １ 入院基本料が包括払いの病床における新型コロナ薬剤費について  
  赤津  所沢市医師会長  
 
 
 ２ 新型コロナウイルス関連の諸報告について  
  岩﨑  さいたま市与野医師会長  
 
 
 ３ 県医師会会費、入会金について  
  井上  秩父郡市医師会長  
 
 
   報 告 事 項         
 １ 新型コロナウイルス感染症疑い救急患者の受入医療機関について  
  桃木常任理事  

登坂（英）常任理事  
 



 ２ 診療に関する相談件数等について（令和 4 年 9 月分）  
  松本常任理事  
     ※件数 3 件  
 
 

３ 医療事故調査制度の相談事案（令和 4 年 8 月分）について  
  松本常任理事                  
     ※件数 1 件  
 
 
 ４ 令和 4 年度全国医師会勤務医部会連絡協議会の結果について  
  松山常任理事     
     日時：令和 4 年 10 月 15 日（土）10:00～  

場所：ANA クラウンプラザホテル グランコート名古屋  
 
 
 ５ 日本医学会総会 2023 東京への登録推進について  
  寺師常任理事     
     日時：令和 5 年 4 月 21 日（金）～23 日（日） 学術集会  
          〃 4 月 20 日（木）～23 日（日） 学術展示  
          〃 4 月 15 日（土）～23 日（日） 博覧会  

場所：東京国際フォーラムおよび丸の内・有楽町エリア  
 
 
 ６ 産業医委嘱契約書の確認について  
  寺師常任理事     
 
 
 ７ 妥結率等に係る報告書の提出について  
  小室常任理事                   関東信越厚生局  
 
 
 ８ 保険医療機関の指定について（令和 4 年 9～10 月分）  
  小室常任理事                 



 ９ 会長･副会長･常任理事報告事項について  
 
 
 
 
 そ の 他         

 

 



[ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載） 

１ 公財)日本医療機能評価機構医療事故情報収集等事業 2021 年年報及

び第 70 回報告書の送付について（46 枚） 

 松本常任理事                        日医 
 

２ 文部科学省発出「新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザ

の同時流行も見据えた今後の感染対策について」および「マスクの着

用に関するリーフレットについて（更なる周知のお願い）」の送付に

ついて（32 枚） 

 長又常任理事                        日医 
 

３ 小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業の再確認

について（10 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

４ 「埼玉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱」の一部改正

について（50 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

５ 「埼玉県肝炎治療特別促進事業実施要綱」の一部改正について（45 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

６ 予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の

公布並びに「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい

て（指示）」の一部改正について（24 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

７ 「薬局ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ事例収集・分析事業  第 27 回報告書」及び「薬局ﾋﾔﾘ･ﾊ

ｯﾄ事例収集・分析事業 2021 年年報」の周知について（24 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

８ オンライン服薬指導の実施要領について等について（17 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

９ 厚生労働省通知の周知について（45 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

10 「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 「AI（人工知能）

ホスピタルによる高度診断・治療システム」 成果発表シンポジウ

ム 2022」の開催について（3 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 



郡市医師会長会議検討テーマ 

 

                     日付２０２２年１０月２１日 

 郡市医師会名：所沢市医師会 

 

 検 討 テ ー マ：入院基本料が包括払いの病床における新型コロナ薬剤費 

 

 要     旨： 

 これまで、新型コロナ感染症の薬剤費については公費負担でしたが、ラゲブ

リオやレムデシビル等について薬剤費を保険請求することになりました。 

 一般床では薬剤費の保険請求が可能ですが、包括払いの病床では薬剤費の外

だしは特別な場合にしか認められていません。 

 新型コロナの薬剤費について、特別な場合に相当するのか公文書が出ていな

いと思います。公文書がない場合、包括払いの病床での新型コロナに関わる薬

剤費を請求できないので、それらの病床における新型コロナの治療は困難とな

ります。病院からの全額持ち出しを前提とする処置は到底看過できないことで

す。最悪、適切な治療を憚る事態となることを危惧しています。 

埼玉県並びに県医師会の御見解を伺いたいと思います。 

 

 備     考 

 

 

 

 

 

※当日の配布資料等がありましたら、添付ください。 

赤津 所沢市医師会長



郡市医師会長会議検討テーマ 

 

                          令和４年 10 月 24 日 

 郡市医師会名： さいたま市与野医師会 

 

 検 討 テ ー マ： 新型コロナウイルス関連の諸報告について 

 

 要     旨： 

日本中がコロナ禍に陥って以降、役所への報告業務が増え続けており、しかもデジタル化

の推進ということでメールでの届け出が主となり、日々の診療が煩わされている先生方も

多いと思います。 
しかしよく考えてみますと、これらの報告には重複していると思われるものや意図が不

明なものも認められます。報告先も、厚生労働省・県・市など様々です。 
我々が診療を終えた後に、メールで報告しているデジタル情報は有効に活用されているの

でしょうか？ 
例えばコロナワクチン接種歴は全て VRS システムで報告していますが、HER-SYS でも

コロナ陽性者のワクチン接種歴を再度報告しなければなりません。すでに報告されている

VRS の情報はどこにいったのでしょうか？このことから考えても、役所自体がその縦割り

横割り機構からデジタル情報を有効活用できていないことが疑われます。HER-SYS 登録の

煩わしさから、本来の診療業務を制限せざるを得ないといった本末転倒な事態も生じてい

ました。 
また最近始まった、無償配布されたコロナ抗原キットの使用数の報告ですが、当初は配布

数、使用数、残量を抗原キットのメーカー別に報告するように指示がありました。諸先生の

抗議でメーカー別の報告はなくなりましたが、HER-SYS 登録で各医療機関が疲弊してコロ

ナ患者の全数登録を見直そうとしていた時期に、このような業務が追加されるのは非常に

厳しい状況でした。 
さらに G-MIS 報告ですが、現在も行っている意味は何なのかいつまでこれを継続するのか

を確認していただきたいと思います。 
これまではコロナ禍を国難と考え、多少の無理はやむを得ないと考えてきましたが、コロ

ナ禍も３年目となり、そろそろ冷静に業務を見直す必要を感じます。またコロナ禍という理

由で、最近は種々の取り組みが、十分な説明会を開くことなく、一方的にメールで指示され

ることが多くなっています。このような役所の取り組み姿勢が今後常態化することも危惧

されます。 
以上のことから、種々の役所からの指示に対して、今後はその内容をよく吟味して、無駄

がないように干渉していく必要があると思います。医師個人での抗議では効果も低いため、

郡市医師会や県医師会の単位で強く干渉していただきたいと要望致します。 
 

 

 

 備     考 

 

※当日の配布資料等がありましたら、添付ください。 

岩﨑 さいたま市与野医師会長



郡市医師会長会議検討テーマ 

 

                             日付 

 郡市医師会名： 秩父郡市医師会 

 

 検 討 テ ー マ： 県医師会会費、入会金について 

 

 要     旨： 

 

日本医師会の松本会長が選挙前、また先月の郡市会長会議の 

 時に医師会の組織力向上の話をされた。医師会員増数のための 

一策として会費、入会金の減額がある。 

  郡市医師会として、今後この件を検討して行く上で、日本医 

師会・埼玉県医師会としても減額を検討しているのかを知りた 

い。 

 

 

 

 

 備     考 

 

 

 

 

 

※当日の配布資料等がありましたら、添付ください。 

井上 秩父郡市医師会長



桃木常任 登坂（英）常任



新規（０）

ＭＣ区分 整理番号 市町村別 医 療 機 関 名 電話番号

削除（１８）

ＭＣ区分 整理番号 市町村別 医 療 機 関 名 電話番号

1 1 川口市 川口市立医療センター 048‐280-1521

2 2 川口市
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会川口総合病院

048-253-8907

3 3 川口市 かわぐち心臓呼吸器病院 048-264-5533

4 6 戸田市
医療法人財団啓明会
中島病院

048-441-1212

5 7 八潮市
医療法人社団協友会
八潮中央総合病院

048-996-8371

6 10 春日部市 春日部市立医療センター 048-735-1261

7 13 三郷市
財団法人健和会
みさと健和病院

048-955-7171

8 14 三郷市
医療法人社団愛友会
三郷中央総合病院

048-953-1321

9 22 さいたま市
医療法人聖仁会
西部総合病院

048-854-1111

10 25 さいたま市 自治医科大学附属さいたま医療センター 048-647-2111

11 29 桶川市
医療法人財団聖蹟会
埼玉県央病院

048-776-0022

12 31 鴻巣市
医療法人社団鴻愛会
こうのす共生病院

048-541-1131

13 西部第１ 33 狭山市 入間川病院 04-2958-6184

14 43 富士見市
医療法人財団明理会
イムス富士見総合病院

049-254-1295

15 45 毛呂山町 埼玉医科大学病院 049-276-1121

16 46 鶴ヶ島市 医療法人関越病院 049-285-3161

17 53 皆野町
医療法人徳洲会
皆野病院

0494-62-6300

18 55 深谷市 深谷赤十字病院 048-571-1511

疑い患者受入医療機関増減　令和４年１０月１８日現在（4.7.29比較） 

北部

南部

東部

中央

西部第２



令和4年度全国医師会勤務医部会連絡協議会

ブログラム

05-12

10-13

00-13

10:25-11

11：00-11

11：50-12

総合司会:愛知県医師会理事
勤務医部会副部長

愛知県医師会副会長

日本医師会会長

愛知県医師会会長

愛知県知事

名古屋市長

[日程]

  09 ： 〇〇—

  10 ： 00-10 : 25

来査祝辞

松本

柵木

松尾

浅井

高木

香取

加藤

  特別講演I 「医師会の組織力強化に向けて」
日本医師会会長

座長:愛知県医師会会長

  特別講演πr社会の共有財としてr知のコモンズ」

をめざす東海国立大学機桃の挑戦

~総合知の活用による人類社会の

課題解決への取り組み…」

国立大学法人東海国立大学機構機構長

座長：愛知県医師会副会長

  報 告「日本医師会勤務医委員会報告j

日本医師会勤務医委員会委員長

  次期担当県挨拶公益社団法人青森県医師会会長

昼 食

  別講演m 「2040年の医療介護」

-般社団法人未獅究所臥龍代表理事

上智大学総合人間科学部教授

前駐アゼルバイジャン共和国日本国特命全権大使

元厚生労・働省年金局長・元内閣官房内閣審議官

座長:愛知県医師会副会長

勤務医部会部長
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令和4年10月15日(±) !0：00-

ANAクラウンブラザホテ・̂レグランコート名古屋

公益社団法人日本医師会

公益社団法人愛知県医師会

メインテーマ「医療新時代を切り開く勤務医の矜持~コロナを克(こ）えて~一!
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t3：50-15：30

15:30-15:40

15:40一17:20

17：20

17:25

  シンポジウムI 発表12分X5=60分+討論40分

「医療新時代の病院機能分化と連携推進

・~アフターコロナのあるべき姿を問う~」

座長:愛知県医師会理事

勤務医部会副部長

座長：愛知県地域医療構想アドバイザー

「感染症対策から考える将来の病院の姿-

~愛知県新型コロナ感染症対策医療専門部会の立場から~J

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター院長

「尾張西’部医療圈における医療連携

~公立病院の立場から~」

_宮市立市民病院院長

「西三河南部西医療圈における病尿整備一自主的協議体

を中心とした医療提供体制の構築一

~公的病院の立場から~J

JA愛知厚生連安城更生病院院畏
「新型コロナは、今後の病院医療に何をもたらしたか？

~民間病院の立場から~J

社会医療法人名古屋記念財回理事長

「アフターコロナの地域医療キ薄想

~愛知県病院団体協議会の取り組み

愛知県病院団体協議会会長

社会医療法人大雄会理事長

休 憩

  シンポジウムπ発表12分X5=60分+討論40分

「医師の働き方改革~光と陰~J

座長:勤務医部会副部長

社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院院長

座長；愛知県医師会理事

勤務医部会副部長

「働き方改革と急性期医療両立のジレンマ

~公立病院の立場から、」

春日井市民病院院長

「救命救急センターを設置する病院の働き方改革

~公益社団法人病院の立場から~J

公益社団法人日本海員披済会名古屋披済会病院院長

「働き方改革が病院経當に及ぼす影饗

~民間病院の立場から~」

名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院顧問

「大学病院における医師の働き方改革の現状

~大学病院の立場から~J

藤田医科大学学長

「医師の勤務環境に関するアンケート結果より

~ダイバーシティの立場から~」

社会福祉浩人聖霊会聖霊病院院長

  愛知宣言採択愛知県医師会理事

勤務医部会副部長

  閉 会愛知県医師会副会長

18:30-20:30 懇親会

浦田士郎

伊藤健一

長谷川好規

松浦昭雄

度会正人

太田圭洋

伊藤伸一

長谷川真司

小出詠子

鵬友彦

河野 弘

細井延行

湯澤由紀去

春原晶代

小出詠子

浅井清和



愛知宣言

少子超高鈴it時代の日本における2040年の医療提供体制を展望して、地咸医療構

想実現に向けたさらなる取組み、医師・医療從事者の働き方改革、実効性のある医師

偏在対策が「三位一体」として推進されている。一方、新型コロナウイルス感染症は、

我が国の医療提供体制における潜在的課題を露呈させた。医帥の時間外努働上限規制

の適用開始が2024年に迫っているなか、医療関係者はそれぞれの存統をかけてこれ

ら解答困難な命題に対峙している。国民の膨大な医療ニーズが長時間穿働を厭わない

医帥.医療̂事者の自己儀牲によって支えられている実態が正しく理解され、「医 く者

の健康への配慮」と「地域医療の維統性」との両立が図られることが極めて重要であ

る。医療を取り卷く環境が急速に困難なものに曼化しつつある現在、勤務医は積極的

に登信して日本の医療の窒ましい叟革を牽引してゆくべきである。

次の通り宣言する。

一、地威における医療関係者の自主的協議の取り組みを、連携推進と機能分化のため

に組織化し、地域の医療を守る基盤として進化廣・展させる。

一、医師の働き方改革は、持統可能で質の高い医療提供体制の構築と両立させながら

進める。

一、勤務医は医療現場の声に裏打ちされた説得力のある議論展開を主導してゆく。

令和4年10月15日

全国医師会勤務医部会連絡協議会.愛知



埼医業Ⅲ第１３５１号 
令和４年１０月１２日 

 
郡市医師会長 殿 

 
 

埼玉県医師会長 金 井 忠 男 
（担当常任理事  寺 師 良 樹） 
   （公印省略） 

 
 

第 31 回日本医学会総会 2023 東京への登録推進について（依頼） 
 
時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
標記のことにつきまして、本会理事会（10 月 6 日開催）にて第 31 回日本医

学会総会登録委員長の國土典宏先生から登録推進の依頼がありました。 
つきましては、事前登録における早割の期間が令和 4 年 10 月 31 日までとな

っておりますので、貴会会員にご周知いただき、多くの会員にお早めに登録いた

だけるようご高配のほど重ねてお願い申し上げます。 
 なお、リーフレット等は第 31 回日本医学会総会のホームページからダウンロ

ードできます。 
 

記 
 

リーフレット 5 部 
 
 
 
 
 
 

担 当 業務Ⅲ課 木場 
電 話 ０４８－８２４－２６１１ 
ＦＡＸ ０４８－８２２－８５１５ 

  

11月30日まで延長

寺師常任



11/30まで延長











　 産業医委嘱契約書の確認について

令和4年9月17日～令和4年10月21日　合計8件（新規5件・更新3件）

№ 郡市医師会名 産 業 医 名 病 ・ 医 院 名 契約者（事業場）名・所在地 備　　　　　　考　　　

1 3 大宮 大滝 栄典 大宮整形外科
さいたま市見沼区上山口新田59-1
ダイワ化成株式会社 大宮工場

会員 新規

2 7 所沢市 石田 二郎 永仁会シーズクリニック
所沢市南住吉8番19号
平岩建設株式会社

〃 〃

3 21 本庄市児玉郡 千田 俊哉 千田医院
東京都墨田区千歳二丁目3番9号
ダイオーミウラ株式会社

事業所：
児玉郡美里町大字沼上字北川原343-3

〃 〃

4 23 北埼玉 漆原 俊彦 漆原医院
東京都台東区一丁目三十二番六号
株式会社カナオカグラビア

〃 〃

5 26 春日部市 長井 仁美 庄和中央病院
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番地17
KAKiYAビル8階
株式会社DJK

事業所：千葉県野田市木間ヶ瀬5376
県を跨ぐが、事業所と病院との距離が近く、頼
まれたとの事。

〃 〃

6 1 浦和 星 和宏 星内科クリニック
さいたま市浦和区常盤9-30-22浦和ふれあい館
社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会

〃 更新

7 3 大宮 小野田 敦浩 小野田クリニック
さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
ソニックシティビル内
埼玉県信用保証協会

〃 〃

8 5 熊谷市 佐藤 茂 籠原病院
熊谷市筑波3丁目84-2
株式会社東横イン熊谷駅北口

〃 〃

寺師常任



事務 連絡

令和4年10月4日

埼玉県医師会長様

関東信越厚生局指導監査課長

妥結率等に係る報告書の提出について

平素は、社会保険医療の適正かつ円滑な運営につきまして、格別のご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。

標記につきまして、毎年、保険医療機関に実績の報告をいただいているとこ

ろですが、今年度につきましても別紙の案内ハガキ「妥結率等に係る報告書に

ついて」を対象保険医療機関（2 0 0床以上の病院のみ）宛てに送付し、周知

を行いますので、よろしくお願い申し上げます。（令和4年10月4日発送）

(問い合わせ先）

関東信越厚生局指導監査課

〒330_9727

さいたま市中央区新都心2-1

さいたま新都心合同庁舎

検査棟2階

048-851-3060

小室常任
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ĉ̂
^
^
^̂-
^
Q®
8
^
*
!
!
®
®

。
肛枇
&
^
3¢
-
酉
>
晒
6
1
醒

W
R狸
1
J
'
p
j

 
抛
初0

U
 棚
班
6
触
®
盤
迷
*
幽
，C
}
^
BB

<
編
 
s
l
n
i
n
_
^
^

<
孃

沙S
I>

<
搬
*
,-
ゼ
>



参考

聞棄信越原牛局 > 申請菩手続き > 妥結率等に係る報告

妥結率等に係る報告

更新日:2022年10月4日

・保険医療機関（許珂病床数が200床以上である病院のみ）及び保険薬局は' 平成30年度より「妥結率、単品単価契約、及び一律値引
き契約に係る状況」について、毎年4月1日から9月30日までの期間における実規を，10月1日から11月末日までに報告していただく
ことになりました。

許可病床数が̂200床以上である病院の妥結率等の報告について

・妥結率、単品単価契約、一律値引き契約に係る状況について、毎年4月1日から9月30日までの実網を、10月1日から11月末までに、
保除民療棟間が所在す・5都思を管館する事務所（埼玉県にあっては、指灌監査課）へ報告してください。

・ g結率が5割以下、または報告されていない場合は、12月から翌年11月末日までの間・特定妥結率初診料・特定妥結率再診M ・特定

茶結宏外来診療料により算定することとなります。

・報告の際には、卸売販売業者との取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。なお、品目リ
スト等（保険医療機関と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料）の添付
は不要です。

妥結$等に係るff苗・

(許可病床が200床以上の病院)

・様式2の4 (PDF : 52KB)

・様式2の4のード:43KB)

保険薬局の妥結率等の報告について

・妥結率、単品単価契約、一律値引き契約に係る状況について、毎年4月1日から9月30日までの実綱を、10月1日から11月末までに、
倅除萊届所存する都盾を管轉する嘉務所（埼玉県におっては.指灌監査課）八溜告してください。

・ g結蛮の実播がS割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの聞.調剤基本料の注4の規定により
所定点数の100分の50に相当する点数に1り菫定することとなります。

・同ーグルーブ内の処方せん受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグルーブに属する保険薬局に該当する場合のみ、
保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください・この場合でも、品
目リスト等（保険薬局と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料）の添付
は不要です・

妥箱率轉に係る報告需

(保険薬n)

・様式85 (PDF : 57KB)

・様式85 (ワード：44KB)

  ・考資料
・妥結率の報告について（平成27年8月28日軍務連絡）【抜粋](PDF :106KB)

  報告番の提出先・お問い合わせ先
・報告は、保険医療機関・保健薬局が所在する都県を管轄する事務所（埼玉県にあってはt指導監査課）に提出してください。

・墓箱所・拒遵監沓課の凍絡先/\のリンク

厚生労働省（法人番号6000012070001)

関東信越厚生局〒330-9713埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館フF

ご用のある部署によっては、庁舎や電話番号が異なる場台があります。各部署の所在地や連絡先

Copyright © Kanto-Shinetsu Regional Bureau of Health and Welfare. Ail Rights Reserved.



様式2の4

妥結率等に係る報告書

  報告年月日： 年 B

保険医療機関コード

保険医療機関の所在地：

保険医療機関の名称:

担当者氏名：

電話番号：

1.妥結率

当該保険医療機関において購入された医療用医薬品の薬価総額

(①）

円

卸売販売業者と当該保険医療機関との間での取引価格が定められ

た医療用医薬品の薬価総額（②）

円

妥結率

(②/①）% %

2.単品単価契約率

卸売販売業者と当該保険医療機関との間での取引価格が定められ

た医療用医薬品の薬価総額（②の再掲）

円

単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価

総額（③） 円

単品単価契約率

(③/②）% %



3. 一律価引き契約の状況

(1)一律値引き契約の該当の有無

  □有□無

(2)(1)で有とした場合、当該契約における値引き率を取引卸売販売業者ごとに報告

すること。

取引卸売販売業者名 値引き率（税込み）

%

%

%

%

%

%

%

%

[記載上の注意]

1医療用医薬品とは、薬価基準に収載されている医療用医薬品をいう。

2薬価総額とは、各医療用医薬品の規格単位数量x薬価を合算したものをいう。

3規格単位数量とは、使用薬剤の薬価（薬価基準）別表に規定する規格単位ごとに数えた数

量のことをいう。

4単品単価契約とは、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約をいう。

5一律値引き契約とは、卸売販売業者と当該保険医療機関との間で取引価格が定められた医

療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合う

よう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。この場

合、一定割合以上としては、5割以上とし、全ての医療用医薬品が一律値引きにより価格決

定した場合を含むものとする。

6値引き率とは、薬価と取引価格（税込み）との差を薬価で除し、これに100を乗じて得た

率をいう。

フ1.から3.までの報告については、報告年度の当年4月1日から9月30日の実績を報告

年度の10月1日から11月末までに報告すること。報告しない場合は・特定妥結率初診料、

特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料によリ算定されることに留意すること。



事務連絡

平成27年8月28日

地方厚生（支）局医療課

都道府県民生主管部（局）

  国民健康保険主管課（部）御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

妥結率の報告について

平成26年度診療報酬改定において、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点

から、保険医療機関（許可病床数が200床以上である病院に限る。）及び保険

薬局において、妥結率の実績を毎年10月に各地方厚生（支）局へ報告すること

としたところです。（別添参照）

当該報告の結果、報告年度の4月1日から9月30日までの妥結率の実績が50

%以下の場合は、当年11月1日から翌年10月31日までの間、初診料、再診料、

外來診療料又は調剤基本料について、それぞれ診療報酬の算定方法（平成20年

厚生労働省告示第59号）別表第一の区分rAOOO初診料」の注4、「A001再診

料」の注2、「A002外来診療料」の注4又は別表第三の区分「00調剤基本料」

の注6の所定点数を算定することとしたところです。

このため、各地方厚生（支）局におかれては、妥結率の実績を平成27年10月

31日までに報告するよう、管内の許可病床数が200床以上である病院及び保険

薬局に対して、改めて周知願います。

また、妥結率の報告に関しての疑義を別紙のとおり取りまとめたので、参考

までに送付いたします。

なお、「妥結率の報告について」（平成26年10月3日付け保険局医療課事務

連絡）については廃止します。



【別紙】

團

1

10月1日以降に新規指定となった保険医療機関等は、翌年10
月31日まで妥結率の低い保険医療機関等としてみなされな
いこととなっているが、4月1日から9月30日までの新規指定
については、どのように取り扱えば良いか。

4月I日に新規指定となった場合は、4月1日から9月30日の実
練を10月に報告することになり、4月2日から9月30日に新規
指定となった場合は、当該年度の報告は不要であり、翌年
10月31日まで妥結率が低いとはみなされない。なお、来年
度以降は報告が必要となることに留意すること。

2

4月から9月の妥結率を報告するにあたり、保険医療機関等
が個人から法人に組織変更した場合や、保険医療機関が増
床し、200床以上の保険医療機関になった場合の取扱いはど
のようになるの;^。

組織変更や増床以前の妥結率と以降の妥結率（4月から9月
分）をまとめて報告する。
なお、10月以降に増床した場合には、来年度以降の報告と
なる。

3

報告誉への添付資料として、保険医療機関等と卸売販売業
者で取引価格の決定に係る契約塞の写し等、妥結率の根拠
となる資料の提出が必要となるが、妥結率の根拠となる資
料として、契約書の写しのみ添付すれば良いのか。

添付資料としては、契約書の写しのみで差し支えない。た
だし、妥結率の根拠となる詳細な資料として、保険医療機
関等と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内
訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料について
は、地方厚生（支）局等からの求めに応じて保険医療機関
等は速やかに提出できるようにしておくこと。（詳細な資
料は保険医療機関等で保管しなくても、求めに応じて取引
先の卸売販売業者等から当該資料を速やかに入手して提出
することでも差し支えない。）

4 報告番への添付資料について、契約書の取交わしがない場
合どのように+ればよいか。

例えば取引のある卸売販売業者ごとに、卸売販売業者と保
険医療機関等の両者が押印により、妥結率の報告対象とな
る期間において価格が変更されることがない旨証明する香
類をもって、契約書の写しに替えることができるものとす
 る，

5

複数の保険医療機関等を開設している法人等において、卸
売販売業者と当該本部又は本社が直接契約している場合、
契約書の写し等妥結率の根拠となる資料の添付及び報告書
に係る金額・妥結率の記載はどのようになるのか。

妥結率の報告は保険医療機関等ごとに行うものであり、妥
結率は実際に保険医療機関等と卸売販売業者が取引（本部
又は本社から調達したものを含む）した医薬品の価格、妥
結状況から算出する。
また、本部又は本社と卸売販売業者間での契約に係る資料
も、保険医療機関等ごとの妥結率の状況が分かる資料であ
れば、妥結率の根拠となる資料として差し支えない。

6

公益的な側面から地域の備蓄拠点として機能している地区
薬剤師会立の会當薬局との少量の取引においても、妥結率
の根拠となる資料が必要となるか。

当該薬局と妥結率を報告する保険薬局問の取引に限り、薬
価総額とそのうち妥結した総額を証明する書類（この場合
は、妥結率を報告する保険薬局の押印のみで良いものとす
る）を添付することで差し支えない。ただし、当核薬局と
妥結率を報告する保険薬局が取引した医薬品の薬価総額の
内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料について
は、地方厚生（支）局等からの求めに応じて妥結率を報告
する保険薬局は速やかに提出できるようにしておくこと。
(詳細な資料は妥結率を報告する保険薬局で保管しなくて
も、求めに応じて取引先の会営薬局から当該資料を速やか
に入手して提出することでも差し支えない。）

※保険医療機関等とは、保険医療機関（許可病床数が200床以上である病院に限る）及び保険薬局を指す,
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